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東川国際文化福祉専門学校学則  
 

第１章 総則  
 

（目的） 

第１条 本校は、学校教育法に基づき、人間教育を基本として、幼児教育、社会福祉、

医療分野に貢献する人材の育成、並びに外国人に対し日本の言語や文化の教育を行い、

国際化社会に対応する人材の育成を目的とする。 

（名称） 

第２条 本校は、東川国際文化福祉専門学校と称する。 

（位置） 

第３条 本校は、北海道上川郡東川町進化台に置く。 

（学校評価） 

第４条 本校は、その教育の一層の充実を図り、本校の目的及び社会的使命を達成する

ため、本校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら点検及び評価（以下「自

己評価」という。）を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 本校は、自己評価結果を踏まえ、本校の関係者等による評価（以下「学校関係者評

価」という。）を行い、その結果を教育活動等に活用するとともに公表するものとす

る。 

３ 前２項に定める自己評価及び学校関係者評価の実施並びに結果の公表について必

要な事項は、別に定める。 

 

第２章 課程、学科、修業年限及び定員  

 

（課程、学科、修業年限、定員） 

第５条 本校の課程、学科及び修業年限並びに定員は、次のとおりとする。 
 

分 野 課程 学  科 
昼 夜 
の 別 

修業年限 入学定員 総定員 学級数 

教 育・ 

社会福祉 

専門 こ ど も 学 科 昼間 ２年 50 人 100 人 2 学級 

専門 介 護 福 祉 科 昼間 ２年 80 人 160 人 4 学級 

医  療 専門 医薬福祉学科  昼間 ２年 40 人 80 人 2 学級 

文 化・ 

教 養 

専門 
日 本 語 学 科 
１ 年 ６ ヶ 月 課 程 昼間 １年６月 60 人 120 人 6 学級 

専門 
日 本 語 学 科 
２ 年 課 程 昼間 ２年 40 人 80 人 4 学級 

２ 一の授業科目について同時に授業を行う学生の数は、４０人を標準とする。ただし、

こども学科については５０人、日本語学科については２０人とする。 
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第３章 学年、学期及び休業日  

 

（学年の終始期） 

第６条 本校の学年は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。ただし、日本語学

科１年６ヶ月課程の４月１日に始まるものについては、翌年９月３０日に終わり、１

０月１日に始まるものについては、翌々年３月３１日に終わる。 

また、日本語学科２年課程については、４月１日に始まり翌々年３月３１日に終わ

る。 

（学期の終始期） 

第７条 学年は、前期と後期の２期とする。 

（１）こども学科、介護福祉科及び医薬福祉学科 

前期 ４月１日から９月３０日まで 

後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

（２）日本語学科１年６ヶ月課程（４月開始） 

前期 ４月１日から９月３０日まで 

後期 １０月１日から翌年９月３０日まで 

（３）日本語学科１年６ヶ月課程（１０月開始） 

前期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

後期 翌年４月１日から翌々年３月３１日まで 

（４）日本語学科２年課程 

前期 ４月１日から翌年３月３１日まで 

後期 翌年４月１日から翌々年３月３１日まで 

（休業日） 

第８条 本校の休業日は、次のとおりとする。 

（１）土曜日 

（２）日曜日 

（３）国民の祝日に関する法律に規定する日 

（４）本校開校記念日  ５月２日 

（５）夏期休業日    ７月下旬から８月中旬まで 

（６）冬期休業日    12 月下旬から１月中旬まで 

（７）春期休業日    ３月中旬から４月上旬まで 

２ 教育上特に必要があるときは、休業日に授業を行うことがある。この場合、授業日

を休業日に振り替えることがある。 

３ 非常変災、その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。 
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第４章 教育課程  
 

（授業期間） 

第９条 本校の授業期間は、試験等の期間を含め年間３５週を下らないものとする。た

だし、日本語学科１年６ヶ月課程の前期については１８週を下らないものとする。 

（教育課程、修得単位等） 

第１０条 本校のこども学科及び介護福祉科の教育課程と修得単位数は、別表１（こど

も学科）、別表２（介護福祉科）とし、学生は在学中に所定の単位を修得しなければ

ならない。 

  なお、こども学科幼児教育専攻は、豊岡短期大学と併修となるため、必要な単位を

修得しなければならない。 

２ 医薬福祉学科及び日本語学科の教育課程と履修単位時間数は、別表３（医薬福祉学

科）、別表４及び５（日本語学科）とし、学生は在学中に所定の単位時間数を履修し

なければならない。 

（授業時数の単位数への換算） 

第１１条 本校の授業科目の授業時数を単位数に換算する場合においては、次のとおり

とする。 

こども学科 

（１）講義については、15 時間から 30 時間をもって１単位とする。 

（２）演習については、15 時間から 30 時間をもって１単位とする。 

（３）実習及び実技については、30 時間から 45 時間をもって１単位とする。 

介護福祉科 

（１）講義については、毎週 1 時間 15 週の講義をもって１単位とする。 

（２）演習については、毎週 2 時間 15 週の演習をもって１単位とする。 

（３）実習については、毎週 3 時間 15 週の実習をもって１単位とする。 

医薬福祉学科、日本語学科 

授業時数の１単位時間は 45 分とする。 

 

第５章 成績の評価、課程修了の認定及び卒業  
 

（成績の評価） 

第１２条 各授業科目の履修を終了した者には、評価のうえ単位又は単位時間を与える。 

２ 評価の方法は、試験・論文その他の方法によるものとし、その方法については各授

業科目の担任教員がこれを定める。 

  ただし、各科目につき授業時数の 3 分の 2 以上、介護実習については 5 分の 4 以上

の出席時数がなければ当該科目の評価を受けることができない。 
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３ 試験の評価は、優(100 点～80 点) 、良（79 点～70 点）、可（69 点～60 点）、不可

（59 点以下）をもって評し、可以上を合格とする。 

（課程修了の認定） 

第１３条 本校の課程を修了するためには、修業年限以上在学するとともに第１０条の

課程を修了しなければならない。 

ただし、４年以上在学することはできない。 

２ 課程の修了に必要な単位又は単位時間数は、こども学科 94 単位以上、介護福祉科

91 単位以上、医薬福祉学科登録販売者専攻 2385 単位時間以上、医薬福祉学科医療

事務専攻 1710 単位時間以上、日本語学科１年６ヶ月課程 1208 単位時間以上、日本

語学科２年課程 1604 単位時間以上とする。 

３ 日本語学科においては、いずれの課程も９割以上の出席率が必要である。 

（卒業の認定及び卒業証書の授与） 

第１４条 本校所定の課程を修了した者には、卒業の認定のうえ卒業証書を授与する。 

（専門士の称号等付与） 

第１５条 こども学科、介護福祉科、医薬福祉学科の専門課程を修了した者には、専門

士の称号を付与する。 

  また、こども学科幼児教育専攻の課程を修了した者には、併修となる豊岡短期大学

から短期大学士の称号と幼稚園教諭２種免許が付与される。 

 

第６章 教職員組織及び教員会議  
 

（教職員組織） 

第１６条 本校の教職員は、学校長、専任教員、非常勤講師、事務職員及びその他職員

とする。 

２ 学校長は、校務をつかさどり、所属教職員を監督する。 

（教員会議） 

第１７条 教員会議は学校長及び専任教員をもって組織する。 

２ 教員会議の議長は学校長とする。 

（教員会議の協議事項） 

第１８条 教員会議は次の事項について協議決定する。 

（１）学生の教育及び指導に関すること。 

（２）学生の入学、退学、休学、復学及び賞罰に関すること。 

（３）学術の研究、並びに学校の教育向上に関すること。 

２ 教員会議運営上の細則については、教員会議において決定する。 
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第７章 入学、退学、休学  

 

（入学時期） 

第１９条 本校の入学時期は、毎学年の始めとする。 

（入学資格） 

第２０条 本校に入学することのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ本校が実施

する入学者選抜試験に合格した者とする。 

  ただし、地方自治体等から資格取得について委託があった者は、この限りでない。 

（１）高等学校卒業若しくはこれに準ずる学校を卒業した者（入学年度卒業見込者を

含む。） 

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

（３）外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる

者で文部科学大臣の指定した者 

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外

教育施設の当該課程を修了した者 

（５）文部科学大臣の指定した者 

（６）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者

（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

（７）修業年限が３年以上の専修学校の高等課程を修了した者 

（８）学校教育法第９０条第２項の規定により大学に入学した者であって、本校にお

ける教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

（９）本校の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で、１８歳に達した者 

（入学手続、許可） 

第２１条 本校の入学手続は、次のとおりとする。 

（１）本校に入学しようとする者は、本校の定める入学願書、その他の書類に必要事

項を記載し、第３０条に定める検定料を添えて指定期日までに出願しなければな

らない。 

（２）前号の手続を終了した者に対して書類選考又は試験を行い、入学者を決定する。 

（３）本校に入学を許可された者は、指定の期間内に入学金その他の納入金及び本校

の指定する書類を提出しなければならない。 

（４）前号に定める手続きが指定の期間内に行われないときは、学校長は入学の許可

を取り消すことができる。 

（連帯保証人） 

第２２条 入学を許可された者は、連帯保証人を定め指定期日までに届け出なければな

らない。 
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２ 連帯保証人は、学生の学費の支弁及び学生が在学中の一切のことについて責任を持

つものとする。 

（退学） 

第２３条 退学しようとする者は、その事由を記載した書類を連帯保証人連署のうえ提

出し、学校長の許可を得なければならない。 

また、「留学」の在留資格により入学した者は、退学日に帰国しなければならない。 

ただし、帰国準備等やむを得ない事情があると学校長が認めた場合、一定期間猶予

することができる。 

（休学） 

第２４条 疾病その他やむを得ない事由により２ヶ月以上修学することのできない者

は、期間及び事由を記載した書類を連帯保証人連署のうえ提出し、学校長の許可を受

けなければならない。 

（休学の期間） 

第２５条 休学の期間は、２年を超えることができない。 

  ただし、「留学」の在留資格により入学した者は、３ヶ月を超えることができない。 

２ 休学の期間は、在学年数に算入しない。 

（復学） 

第２６条 休学期間満了のとき、または休学期間であってもその事由が消滅したときは、

学校長の許可を得て復学することができる。 

（除籍） 

第２７条 次の各号の一に該当する者は教員会議の決議を経て学校長が除籍すること

ができる。 

（１）卒業見込がないと認められた者 

（２）授業料等納入の義務を怠り、督促してもなお納入しない者 

（３）死亡又は長期にわたり行方不明の者 

（転入学） 

第２８条 本校への転入学を希望する者がある場合は、学習の進展が同程度であり、か

つ、やむを得ない事情があると認めた場合には、選考の上許可することができる。 

（転科） 

第２９条 他科への転科は認めない。 

  ただし、日本語学科の学生については、この限りでない。 

 

第８章 検定料、入学金、授業料及びその他の学費等  
 

（入学金及び授業料等） 

第３０条 本校の検定料、入学金、授業料、その他の学費及び諸経費は次のとおりとす
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る。 

（単位：円） 

区 分 
こ ど も 学 科 《幼児教育専攻》 

備  考 
学費・諸経費 第 1 学年 第 2 学年 

学 
 

 
 

 
 

 
 

 

費 

本 
 

 

校 

入 学 金 100,000 ― 入学手続時 

授 業 料 380,000 430,000 前期と後期に分納 

施 設 設 備 費 150,000 150,000  

維 持 費 150,000 150,000  

小  計 ① 

 

780,000 730,000  

豊
岡
短
期
大
学 

選 考 料 10,000 ―  

入 学 金 30,000 ―  

授 業 料 150,000 150,000 前期と後期に分納 

認定科目修得料 

 

30,000 30,000  

学 習 管 理 費 10,000 10,000  

課 程 授 業 料 

 

20,000 ―  

小  計 ② 250,000 190,000  

学 費 合 計 ①＋② 1,030,000 920,000  

諸 
 

経 
 

費 

豊
岡
短
期
大
学 

Ｓ Ｃ 管 理 費 15,000 ―  

Ｓ Ｃ 受 講 料 81,000 51,000  

卒業申請手数料 ― 2,000  

卒 業 記 念 品 ― 7,000  

免許申請手数料 ― 3,000  

免許申請収入証紙 

 

― 3,300  

証明書（卒業・成績）手数料  ― 1,700  

諸 経 費 合 計 ③ 96,000 68,000  

総 合 計 ①＋②＋③  1,126,000 988,000  

検 定 料 20,000 ― 出願時 

（単位：円） 

区 分 
こ ど も 学 科 《保育福祉専攻》 

備  考 
第１学年 第２学年 

入 学 金 100,000 ― 入学手続時 

授 業 料 480,000 480,000 前期と後期に分納 

施設設備費 150,000 150,000  

維 持 費 150,000 150,000  

合 計 880,000 780,000  

検 定 料 20,000 ― 出願時 
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（単位：円） 

区 分 
介護福祉科 医薬福祉学科 

備  考 
第 1 学年 第 2 学年 第 1 学年 第 2 学年 

入 学 金 100,000 ― 100,000 ― 入学手続時 

授 業 料 660,000 660,000 660,000 660,000 
前 期 と 後 期
に分納 

施設設備費 150,000 150,000 150,000 150,000  

維 持 費 150,000 150,000 150,000 150,000  

合 計 1,060,000 960,000 1,060,000 960,000  

検 定 料 20,000 ― 20,000 ― 出願時 

（単位：円） 

区 分 
日本語学科 

備  考 
１年６ヶ月課程 ２年課程 

入 学 金 100,000 100,000 入学手続時 

授 業 料 1,100,000 1,300,000 前期と後期に分納 

施設設備費 100,000 100,000  

維 持 費 100,000 100,000  

合 計 1,400,000 1,600,000  

検 定 料 ― ―  

 

２  前項に定める学費の他２ヶ年の実習諸費として、こども学科の幼児教育専攻は

140,000 円、こども学科の保育福祉専攻及び医薬福祉学科は 100,000 円、介護福祉科

は 200,000 円を徴収する。 

（授業料等の納入） 

第３１条 授業料その他の学費は毎学年始め１ヶ月以内に納入しなければならない。 

ただし、特別の事情のある者は分納を認めることができる。 

また、正当な理由によらないで授業料その他の学費を滞納し、かつ督促を受けても

なお納入しない者は除籍することができる。 

２ 既納の授業料その他の学費は、原則として返還しない。 

ただし、入学式以前に入学を辞退した場合、こども学科幼児教育専攻の授業料その

他の学費の一部を除き入学金その他の納入金全額を返還する。 

（休学等における授業料等の納入） 

第３２条 休学、退学、復学及び除籍の場合は、その期日に属する所定の授業料その他

の学費及び諸経費を納入しなければならない。 
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（授業料等納入の特例） 

第３３条 休学期間中の授業料等は免除する。 

 

第９章 賞罰  
 

（表彰） 

第３４条 学業その他優秀で学生の模範となる者に対しては、教員会議の決議を経て表

彰することができる。 

（懲戒） 

第３５条 本校の規則に違反し又は本校の学生として適切でない行為のあった者に対

しては、教員会議の決議を経て学校長は学生に対し懲戒を加えることができる。 

２ 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学処分とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

（１）性行不良で改善の見込がないと認められる者 

（２）学力劣等で成業の見込がないと認められる者 

（３）正当な理由がなくて欠席する者 

（４）学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 

第１０章 補則  
 

 （健康診断） 

第３６条 学生の健康診断は、毎年１回、別に定めるところにより実施する。 

 （施行細則） 

第３７条  この学則に基づく諸届、手続等の書式は、別に定めるところによる。 

 

附   則  
 

この学則は、平成２１年４月１日から実施する。 

（ただし、平成２０年度以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

 

この学則は、平成２２年４月１日から実施する。 

（ただし、平成２１年度以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

 

この学則は、平成２３年４月１日から実施する。 

（ただし、平成２２年度以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

 

この学則は、平成２４年４月１日から実施する。 

（ただし、平成２３年度以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

 

この学則は、平成２５年４月１日から実施する。 
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（ただし、平成２４年度以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

 

この学則は、平成２６年４月１日から実施する。 

（ただし、平成２５年度以前の入学者は、なお従前の学則によるものとするが、教育・

社会福祉専門課程 保育科の学科名はこども学科と読替える。） 

 

この学則は、平成２７年４月１日から実施する。 

（ただし、平成２６年度以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

 

この学則は、平成２８年４月１日から実施する。 

（ただし、平成２７年度以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

 

この学則は、平成２９年４月１日から実施する。 

（ただし、平成２８年度以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

 

この学則は、平成２９年１０月１日から実施する。 

（ただし、平成２９年度９月以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

 

この学則は、平成３０年４月１日から実施する。 

（ただし、平成２９年度以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

 

この学則は、平成３１年４月１日から実施する。 

（ただし、平成３０年度以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

 

この学則は、令和２年４月１日から実施する。 

（ただし、平成３１年度以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

 

この学則は、令和３年４月１日から実施する。 

（ただし、令和２年度以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

 

この学則は、令和４年４月１日から実施する。 

（ただし、令和３年度以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

 

この学則は、令和５年４月１日から実施する。 

（ただし、令和４年度以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

 

この学則は、令和６年４月１日から実施する。 

（ただし、令和５年度以前の入学者は、なお従前の学則による。） 

この学則は、令和７年４月１日から実施する。 

（ただし、令和６年度以前の入学者は、なお従前の学則によるものとするが、第 2 条

の名称については東川国際文化福祉専門学校と読替える。） 

 



別表１

系列 教　科　目 系列 教　科　目

憲 法 講義 2 30 必修 子どもと音楽表現Ⅰ 演習 2 30 必修

情報リテラシーと処理技術 演習 2 30 必修 子どもと音楽表現Ⅱ 演習 2 30 必修

子ども理解の理論と方法 講義 2 30 必修 子どもと音楽表現Ⅲ 演習 2 30 必修

文 章 表 現 演習 2 30 必修 子どもと音楽表現Ⅳ 演習 2 30 選択

英 語 ２以上 演習 2 30 必修 子 ど も の う た 演習 1 15 必修

保 健 1 講義 1 15 必修 子 ど も と 造 形 表 現 演習 1 15 必修

一 般 体 育 1 実技 1 30 必修 子 ど も と 言 語 表 現 演習 1 15 必修

保 育 原 理 2 講義 2 30 必修 保 育 所 実 習 指 導 Ⅰ 演習 2 30 必修

教 育 原 理 2 講義 2 30 必修 施 設 実 習 指 導 Ⅰ 演習 2 30 必修

子 ど も 家 庭 福 祉 2 講義 2 30 必修 保 育 所 実 習 Ⅰ 実習 2 90 必修

社 会 福 祉 2 講義 2 30 必修 施 設 実 習 Ⅰ 実習 2 90 必修

子 ど も 家 庭 支 援 論 2 講義 2 30 必修 保 育 所 実 習 指 導 Ⅱ 演習 2 30 選択

社 会 的 養 護 Ⅰ 2 講義 2 30 必修 施 設 実 習 指 導 Ⅱ 演習 2 30 選択

保 育 者 論 2 講義 2 30 必修 保 育 所 実 習 Ⅱ 実習 2 90 選択

障がい者(児 )福祉論 ※ 講義 1 15 選択 施 設 実 習 Ⅱ 実習 2 90 選択

保 育 の 心 理 学 2 講義 2 30 必修 保 育 実 践 演 習 2 演習 4 60 必修

子ども家庭支援の心理学 2 講義 2 30 必修

子どもの理解と援助 1 演習 1 15 必修

子 ど も の 保 健 2 講義 2 30 必修 地域子育て支援活動Ⅰ 演習 2 30 必修

子 ど も の 食 と 栄 養 2 演習 2 30 必修 地域子育て支援活動Ⅱ 演習 2 30 必修

教 育 心 理 学 ※ 講義 2 30 選択 自 然 と 生 命 演習 1 15 必修

子 ど も の 文 化 ※ 演習 1 15 選択 地域支援専門員講座 演習 1 15 必修

保 育 課 程 論 2 講義 2 30 必修 介 護 概 論 講義 4 60 選択

保 育 内 容 総 論 1 演習 1 15 必修 生 活 支 援 技 術 演習 4 60 選択

子 ど も と 健 康 1 演習 1 15 必修 高齢者・障がい者の福祉 講義 2 30 選択

子 ど も と 人 間 関 係 1 演習 1 15 必修 保 健 医 学 講義 1 15 選択

子 ど も と 環 境 1 演習 1 15 必修 特 別 支 援 教 育 講義 1 15 選択

子 ど も と 言 葉 1 演習 1 15 必修 教 育 方 法 論 講義 2 30 選択

子 ど も と リ ズ ム 表 現 1 演習 1 15 必修 教 育 相 談 講義 2 30 選択

子 ど も と 音 楽 2 演習 2 30 必修 教 育 実 習 実習 4 160 選択

子 ど も と 造 形 2 演習 2 30 必修 教 育 実 習 指 導 演習 2 30 選択

子 ど も と 体 育 2 演習 2 30 必修 卒 業 演 習 演習 2 30 必修

乳 児 保 育 Ⅰ 2 講義 2 30 必修

乳 児 保 育 Ⅱ 1 演習 1 15 必修

子どもの健康と安全 1 演習 1 15 必修

障 が い 児 保 育 2 演習 2 30 必修

社 会 的 養 護 Ⅱ 1 演習 1 15 必修

子 育 て 支 援 1 演習 1 15 必修

人 間 関 係 論 ※ 講義 1 15 選択

教
　
養
　
科
　
目
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本
質
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目
的
に
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す
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内
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保
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内
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合
演
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６以上

※印合計１５単位以上

          合　　計
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こども学科　教育課程表
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規
定
な
し

※

2

4

1



規定上

の時数 形態 時間 単位

人 間 の 尊 厳 と 自 立 人 間 の 尊 厳 と 自 立 ３０以上 必修 講義 ３０ ２

人間関係とコミュニケーション 必修 講義 ３０ ２

耕 生 活 動 必修 講義 ３０ ２

社 会 福 祉 概 論 必修 講義 ６０ ４

社 会 保 障 論 必修 講義 ３０ ２

選
択

老 人 福 祉 論 必修 講義 ６０ ４

介 護 の 基 本 Ⅰ 必修 講義 ６０ ４

介 護 の 基 本 介 護 の 基 本 Ⅱ 必修 講義 ６０ ４

地 域 支 援 活 動 Ⅱ 必修 演習 ６０ ２

コミュニケーション技術 コミュニケーションスキル ６０ 必修 講義 ６０ ４

生 活 支 援 技 術 Ⅰ 必修 演習 １５０ ５

生 活 支 援 技 術 生 活 支 援 技 術 Ⅱ 必修 演習 ９０ ３

生 活 支 援 技 術 Ⅲ 必修 演習 ６０ ２

介 護 過 程 介 護 過 程 １５０ 必修 演習 １５０ ５

介 護 総 合 演 習 Ⅰ 必修 演習 ６０ ２

介 護 総 合 演 習 Ⅱ 必修 演習 ６０ ２

介 護 実 習 Ⅰ 必修 実習 ９０ ２

介 護 実 習 介 護 実 習 Ⅱ 必修 実習 １３５ ３

介 護 実 習 Ⅲ 必修 実習 ２２５ ５

発 達 と 老 化 の 理 解 発 達 と 老 化 の 理 解 ６０ 必修 講義 ６０ ４

認 知 症 の 理 解 認 知 症 の 理 解 ６０ 必修 講義 ６０ ４

障 害 の 理 解 障 害 者 福 祉 論 ６０ 必修 演習 ６０ ２

こころとからだのしくみ 必修 講義 ３０ ２

こころとからだのしくみ 心 理 学 必修 講義 ３０ ２

医 学 ・ 医 療 の 知 識 必修 講義 ６０ ４

医 療 的 ケ ア Ⅰ ５０以上 必修 講義 ７５ ５

医 療 的 ケ ア Ⅱ 必修 演習 ３０ １

試 験 対 策 講 座 必修 講義 ４５ ２

療 育 音 楽 必修 演習 ３０ １

地 域 支 援 活 動 Ⅰ 必修 演習 １３５ ４

東川スタイル /コンディショニング 必修 演習 ３０ １

１８５０ ２１４５ ９１

人
間
の
理
解

社
会
の
理
解

社 会 の 理 解

介
 
 
 
 
 
　
護

介 護 総 合 演 習

介護福祉科 教育課程表

領
域

教 育 内 容 教 科 目
必修
選択

履修方法

別表２

合　　　　　　　　　計

人

間

と

社

会

６０

１８０

３００

１２０
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４５０

１２０

こ
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ろ
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か
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だ
の
し
く
み
医
療
的
ケ
ア

医 療 的 ケ ア

特

別

科

目



単位数 時間数 単位数 時間数

薬 学 概 論 講義 3 45 3 45 必修

解 剖 生 理 学 講義 2 30 2 30 必修

Ｏ Ｔ Ｃ 各 論 Ⅰ 講義 6 90 必修

Ｏ Ｔ Ｃ 各 論 Ⅱ 講義 3 45 必修

医 薬 品 適 正 使 用 法 講義 2 30 必修

医 療 関 連 法 規 講義 2 30 2 30 必修

薬 事 関 連 法 規 講義 3 45 必修

薬 学 検 定 対 策 演習 2 60 必修

登 録 販 売 者 対 策 演習 5 150 必修

ド ラ ッ グ ス ト ア 実 習 指 導 演習 1 30 必修

ド ラ ッ グ ス ト ア 実 習 実習 21 945 必修

応 対 研 究 演習 1 30 1 30 必修

医 療 事 務 Ⅰ 講義 13 195 必修

医 療 事 務 Ⅱ 講義 5 75 必修

医 療 秘 書 演習 2 60 必修

電 子 カ ル テ /DPC 演習 2 60 必修

医 事 コ ン ピ ュ ー タ ー Ⅰ 演習 1.5 45 必修

医 事 コ ン ピ ュ ー タ ー Ⅱ 演習 1.5 45 必修

医 事 コ ン ピ ュ ー タ ー Ⅲ 講義 3 45 必修

調 剤 薬 局 事 務 演習 3 90 3 90 必修

医 療 機 関 実 習 指 導 演習 1 30 必修

医 療 機 関 実 習 実習 3 135 必修

健 康 管 理 学 講義 2 30 2 30 必修

病 理 ・ 薬 理 学 講義 2 30 2 30 必修

ビ ュ ー テ ィ ー ケ ア 講義 2 30 2 30 必修

食 生 活 論 講義 2 30 2 30 必修

実 習 報 告 演習 2 60 3 90 必修

特 別 講 義 講義 4 60 4 60 必修

卒 業 演 習 演習 1 30 1 30 必修

介 護 の 基 本 講義 3 45 3 45 必修

介 護 事 務 講義 2 30 2 30 必修

国 際 文 化 理 解 講義 2 30 2 30 必修

国 際 交 流 演習 2 60 2 60 必修

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 演習 1 30 1 30 必修

パ ソ コ ン ス キ ル 演習 1.5 45 1.5 45 必修

就 職 対 策 Ⅰ / 一 般 教 養 演習 1.5 45 1.5 45 必修

就 職 対 策 Ⅱ / 自 己 分 析 演習 1 30 1 30 必修

就 職 対 策 Ⅲ / 面 接 実 践 演習 1 30 1 30 必修

ビ ジ ネ ス マ ナ ー Ⅰ 講義 2 30 2 30 必修

ビ ジ ネ ス マ ナ ー Ⅱ 講義 2 30 2 30 必修

ビ ジ ネ ス 文 書 作 成 演習 1 30 1 30 必修

課 外 活 動 演習 2 60 2 60 必修

学 校 行 事 必修

91 2385 81 1710

医
薬
関
連
科
目

福　祉
関　連
科　目

　　　【合       　計】

一
般
教
養

医薬福祉学科　教育課程表
別表３

区
分

科目名 履修形態
登録販売者専攻 医療事務専攻

必修選択



別表　４

区分 科　　　目　　　名 履修形態 時間数

（１年６ヶ月課程）

必修選択

講義 200

必修

日本語学科　教育課程表

合　　　　　計 1,208

日本事情

日本語文章・口頭表現

演習 28

社
会
・
文
化

日本語演習 演習

言
語
知
識

必修

日本語聴読解 講義 264 必須

日本語文法 講義 440

言
語
活
動

言
語
演
習

276 必修

必修



別表　５

日本語学科　教育課程表

（２年課程）

区分 科　　　目　　　名 履修形態 時間数 必修選択

必須

言
語
知
識

日本語文法 講義 640 必修

合　　　　　計 1,604

日本語文章・口頭表現 講義 280 必修

言
語
演
習

日本語演習 演習 316 必修

言
語
活
動

日本語聴読解 講義 340

社
会
・
文
化

日本事情 演習 28 必修




